
 

「第４次福岡市子ども総合計画」実施状況の点検・評価について 

 
１ 点検・評価の考え方（計画に記載している事項） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施方法 

(1) 点検・評価を行う項目 

    点検・評価は、「第４次福岡市子ども総合計画」の目標１～３に掲げる施策（下図

参照）ごとに実施する。 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2) 点検・評価の流れ 

   ① 年度終了後、市において、施策ごとに事業の実績を取りまとめ、進捗状況の自己

評価を行う。（ 自己評価は「順調」「おおむね順調」「やや遅れている」「遅れている」の４段階で実施） 

   ② 審議会において、①についての評価等を行う。 

   ③ ①及び②の結果を市ホームページで公表する。 

前年度 当年度 翌年度 
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７ 計画の推進 

(2) 実施状況の点検・評価 

 毎年度、この計画に基づく施策の実施状況などを取りまとめ、「福岡市こど

も・子育て審議会」に報告し、同審議会において点検・評価を行います。審議

会に報告した内容及び審議の内容、点検・評価の結果は、市のホームページに

掲載し、公表します。（以下略）     (「第４次福岡市子ども総合計画」16ページ） 
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※平成 27年 11 月 18日福岡市こども・子育て審議会において決定 


